
議案第３２号 

 

 

 三次市手数料徴収条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和７年２月２１日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市手数料徴収条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市手数料徴収条例（平成１６年三次市条例第８６号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第２条第８号の表中 

「 

建築物に関する確認 

建築物の床面積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築物を移転する

場合は，移転に係

る部分の床面積の

２分の１の面積，

確認を受けた建築

物の計画の変更を

する建築物の建築

又は移転をする場

合は，当該計画の

変更に係る部分の

床面積の２分の１

の面積について算

定する。 

構造計算適合性判

  

 ３０平方メートル以内 １件 ７,０００円

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １３,０００円

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １９,０００円

２００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 ２６,０００円

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 ４６,０００円

１,０００平方メートルを １件 ６５,０００円



超え２,０００平方メート

ル以内 

 定を必要とする建

築物の場合は，工

場，自動車車庫，

倉庫その他規則で

定めるものは（部

分により用途を異

にする建築物の場

合においては，床

面積が最大となる

部分をもってその

用途とする。以下

同じ。），１棟に

つき（建築物の一

部が構造適合性判

定を必要とする場

合において，当該

部分がエキスパン

ションジョイント

その他の相互に応

力を伝えない構造

方法のみで接して

いる場合において

は，それぞれ別の

建築物とする。以

下同じ。）１２５,

０００円（国土交

通大臣の認定を受

けたプログラム（

以下「大臣認定プ

ログラム」という

。）によるものは

，１１３,０００円

），ホテル，病院

，映画館その他規

則で定めるものは

，１棟につき２１

２,０００円（大臣

認定プログラムに

よるものは，１８

６,０００円），共

同住宅，学校，事

務所その他規則で

定めるものは，１

棟につき１７１,０

００円（大臣認定

プログラムによる

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １９０,０００円

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 ３１０,０００円

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 ６００,０００円



ものは，１５１,０

００円）を加えた

額とする。 

建築基準法第１８

条に基づく計画通

知も同様とする。 

工作物に関する確認 １件 １３,０００円１申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく計画通

知も同様とする。 

工作物に関する計画変更確

認 

１件 ７,０００円１申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく計画通

知も同様とする。 

建築物に関する完了検査 

（特定工程の指定に係る建

築物以外の建築物） 

建築物の床面積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築物を移転する

場合は，移転に係

る部分の床面積の

２分の１の面積に

ついて算定する。 

建築基準法第１８

条に基づく完了検

査も同様とする。 

  

 ３０平方メートル以内 １件 １１,０００円

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １３,０００円

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １７,０００円

２００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 ２３,０００円

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 ４０,０００円

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 ５６,０００円

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １３０,０００円

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 ２１０,０００円

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 ４３０,０００円

建築物に関する完了検査 

（特定工程の指定に係る建 

  １申請をもって１

件とする。 



築物） 

建築物の床面積の合計 

建築物を移転する

場合は，移転に係

る部分の床面積の

２分の１の面積に

ついて算定する。 

建築基準法第１８

条に基づく完了検

査も同様とする。 

  

 ３０平方メートル以内 １件 １０,０００円

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １２,０００円

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １６,０００円

２００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 ２２,０００円

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 ３８,０００円

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 ５３,０００円

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １２０,０００円

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 ２００,０００円

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 ４００,０００円

工作物に関する完了検査 １件 １４,０００円１申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく完了検

査も同様とする。 

建築物に関する中間検査 

中間検査を行う部分の床面

積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく中間検

査も同様とする。 
  

 ３０平方メートル以内 １件 １０,０００円

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １３,０００円

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １７,０００円

２００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 ２３,０００円

５００平方メートルを超 １件 ３７,０００円



え１,０００平方メートル

以内 

 

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 ５２,０００円

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １２０,０００円

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 １９０,０００円

 ５０,０００平方メートル

を超える 

１件 ３９０,０００円 

                                 」を 

「 

建築物に関する確認 

建築物の床面積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築物を移転，大

規模の修繕，大規

模の模様替（以下

この表において「

移転等」という。

）する場合は，移

転等に係る部分の

床面積の２分の１

の面積，確認を受

けた建築物の計画

の変更をする建築

物の建築又は移転

等に係るものの場

合においては，当

該計画の変更に係

る部分の床面積の

２分の１の面積に

ついて算定する。 

建築基準法第１８

条に基づく計画通

知も同様とする。 

  

 ３０平方メートル以内 １件 ８,０００円（建

築物エネルギー

消費性能基準等

を定める省令（

平成２８年経済

産業省令・国土

交通省令第１号

。以下「基準省

令」という。）

第１条第１項第

２号イ⑵及び同

号ロ⑵の基準（

以下「仕様基準

」という。）又

は第１０条第２

号イ⑵及びロ⑵

の基準（以下「

誘導仕様基準」

という。）に適

合させる１戸建

ての住宅等（建

築基準法施行令

（昭和２５年政

令第３３８号）

第１３０条の３

に規定する兼用

住宅を含む。） 



  の場合にあって

は，１５,０００

円，１戸建て住

宅等以外の場合

にあっては，２

０,０００円） 

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １９,０００円（

仕様基準又は誘

導仕様基準に適

合させる１戸建

ての住宅等の場

合にあっては，

３３,０００円，

１戸建て住宅等

以外の場合にあ

っては，４５,０

００円） 

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 ３１,０００円（

仕様基準又は誘

導仕様基準に適

合させる１戸建

ての住宅等の場

合にあっては，

４５,０００円，

１戸建て住宅等

以外の場合にあ

っては，５７,０

００円） 

２００平方メートルを超

え３００平方メートル以

内 

１件 ３４,０００円（

仕様基準又は誘

導仕様基準に適

合させる１戸建

ての住宅等の場

合にあっては，

５０,０００円，

１戸建て住宅等

以外の場合にあ

っては，６０,０

００円） 

３００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 ３６,０００円（

仕様基準又は誘

導仕様基準に適

合させる１戸建

ての住宅等の場

合にあっては，

５２,０００円， 



  １戸建て住宅等

以外の場合にあ

っては，７７,０

００円） 

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 ５０,０００円（

仕様基準又は誘

導仕様基準に適

合させる１戸建

ての住宅等の場

合にあっては，

６６,０００円，

１戸建て住宅等

以外の場合にあ

っては，９１,０

００円） 

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 ６９,０００円（

仕様基準又は誘

導仕様基準に適

合させる１戸建

ての住宅等の場

合にあっては，

８５,０００円，

１戸建て住宅等

以外の場合にあ

っては，１１０,

０００円） 

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 ２００,０００円

（仕様基準又は

誘導仕様基準に

適合させる１戸

建ての住宅等の

場合にあっては

，２1６,０００

円，１戸建て住

宅等以外の場合

にあっては，２

７０,０００円） 

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 ３３０,０００円

（仕様基準又は

誘導仕様基準に

適合させる１戸

建ての住宅等の

場合にあっては

，３４６,０００

円，１戸建て住

宅等以外の場合 



  にあっては，４

１０,０００円） 

 

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 ６４０,０００円

（仕様基準又は

誘導仕様基準に

適合させる１戸

建ての住宅等の

場合にあっては

，６５６,０００

円，１戸建て住

宅等以外の場合

にあっては，７

２０,０００円） 

 

工作物に関する確認 １件 １４,０００円１申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく計画通

知も同様とする。 

工作物に関する計画変更確

認 

１件 ８,０００円１申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく計画通

知も同様とする。 

建築物に関する完了検査 

（特定工程の指定に係る建

築物以外の建築物） 

建築物の床面積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築物を移転等す

る場合は，移転等

に係る部分の床面

積の２分の１の面

積について算定す

る。 

建築基準法第１８

条に基づく完了検

査も同様とする。 

  

 ３０平方メートル以内 １件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１２,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

１６,０００円 

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１８,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

２０,０００円 

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２２,００

０円，１戸建て 



  住宅等以外の場

合にあっては，

２４,０００円 

２００平方メートルを超

え３００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，３０,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

３１,０００円 

３００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，３２,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

３８,０００円 

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，４９,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

５５,０００円 

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，６６,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

７２,０００円 

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１４７,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，１８０,０００

円 

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２３７,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，２５０,０００ 



  円  

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，４６７,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，４７０,０００

円 

  

建築物に関する完了検査 

（特定工程の指定に係る建

築物） 

建築物の床面積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築物を移転等す

る場合は，移転等

に係る部分の床面

積の２分の１の面

積について算定す

る。 

建築基準法第１８

条に基づく完了検

査も同様とする。 

  

 ３０平方メートル以内 １件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１１,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

１５,０００円 

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１７,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

１９,０００円 

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２１,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

２３,０００円 

２００平方メートルを超

え３００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２９,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

３０,０００円 

３００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，３１,００

０円，１戸建て 



  住宅等以外の場

合にあっては，

３７,０００円 

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，４７,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

５３,０００円 

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，６３,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

６９,０００円 

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１４０，

０００円，１戸

建て住宅等以外

の場合にあって

は，１７０,００

０円 

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２１９,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，２４０,０００

円 

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，４３５,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，４６０,０００

円 

 

工作物に関する完了検査 １件 １５,０００円１申請をもって１

件とする。 

建築基準法第 １

８条に基づく完

了検査も同様 と 



  する。 

建築物に関する中間検査 

中間検査を行う部分の床面

積の合計 

  １申請をもって１

件とする。 

建築基準法第１８

条に基づく中間検

査も同様とする。 
  

 ３０平方メートル以内 １件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１２,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

２０,０００円 

３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２２,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

２７,０００円 

１００平方メートルを超

え２００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，３５,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

４０,０００円 

２００平方メートルを超

え３００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，３６,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

４１,０００円 

３００平方メートルを超

え５００平方メートル以

内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，３７,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

５３,０００円 

５００平方メートルを超

え１,０００平方メートル

以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，４５,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては ，



  ６２,０００円 

１,０００平方メートルを

超え２,０００平方メート

ル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，６０,００

０円，１戸建て

住宅等以外の場

合にあっては，

７７,０００円 

２,０００平方メートルを

超え１０,０００平方メー

トル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，１３５,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，２００,０００

円 

１０,０００平方メートル

を超え５０,０００平方メ

ートル以内 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，２１５,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，３００,０００

円 

５０,０００平方メートル

を超える 

１件 １戸建ての住宅

等の場合にあっ

ては，４２５,０

００円，１戸建

て住宅等以外の

場合にあっては

，５１０,０００

円 

                                 」に， 

「 

低炭素建築物新築等計画の

認定 

 １ １戸建ての

住宅以外の建

築物について

は，１戸建て

の住宅以外の

建築物（住戸

の部分），１

戸建ての住宅

以外の建築物

（住宅に係る

部分の共用部 

⑴ 計画の変更の

場合の手数料は

，２分の１の額

とする。 



  分）及び１戸

建ての住宅以

外の建築物（

非住宅部分）

の額を合算し

た額 

２ 低炭素建築

物新築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準法関係

規定に適合す

るかどうかの

審査を申し出

る場合は，１

の額に建築基

準関係規定に

係る審査の手

数料を加えた

額 

    

 １戸建ての住宅（住宅の用

途以外の用途に供する部分

を有しないものに限る。） 

１戸

あた

り 

３５，０００円

（当該計画が都

市の低炭素化の

促進に関する法

律第５４条第１

項各号の基準に

適合しているこ

とについての規

則で定める者の

審査（以下「適

合審査」という

。）を受けた場

合にあっては５

，０００円，建

築物エネルギー

消費性能基準等

を定める省令（

平成２８年経済

産業省令・国土

交通省令第１号

（以下「基準省

令」という。）

第１０条第２号

イ⑵及びロ⑵の 



  基準（以下「誘

導仕様基準」と

いう。）に適合

している場合（

適合審査を受け

た場合を除く。

以下この表にお

いて同じ。）に

あっては１６，

０００円） 

１戸建ての住宅以外の建築

物（住戸の部分） 

申請

戸数

が１

戸の

もの 

３５，０００円

（適合審査を受

けた場合にあっ

ては５，０００

円，誘導仕様基

準に適合してい

る場合にあって

は１６，０００

円） 

申請

戸数

が１

戸を

超え

５戸

以内

のも

の 

６９，０００円

（適合審査を受

けた場合にあっ

ては１０，００

０円，誘導仕様

基準に適合して

いる場合にあっ

ては３１，００

０円） 

申請

戸数

が５

戸を

超え

１０

戸以

内の

もの 

９６，０００円

（適合審査を受

けた場合にあっ

ては１６，００

０円，誘導仕様

基準に適合して

いる場合にあっ

ては４６，００

０円） 

申請

戸数

が１

０戸

を超

える

もの 

１３５，０００

円（適合審査を

受けた場合にあ

っては２７，０

００円，誘導仕

様基準に適合し

ている場合にあ

っては６６，０

００円） 



１戸建ての住宅以外の建築

物（住宅に係る部分の共用

部分） 

共用

部分

の床

面積

の合

計が

３０

０平

方メ

ート

ル以

内の

もの 

１０９，０００

円（適合審査を

受けた場合は，

１０，０００円

） 

１戸建ての住宅以外の建築

物（非住宅部分） 

非住

宅部

分の

床面

積の

合計

が３

００

平方

メー

トル

以内

のも

の 

２３８，０００

円（適合審査を

受けた場合は，

１０，０００円

） 

非住

宅部

分の

床面

積の

合計

が３

００

平方

メー

トル

を超

え２

，０

００

平方

メー

トル

以内 

３７６，０００

円（適合審査を

受けた場合は，

２７，０００円

） 



  のも

の 

  

                                 」を 

「 

低炭素建築物新築等計画の

認定 

 １ １戸建ての

住宅以外の建

築物について

は，１戸建て

の住宅以外の

建築物（住戸

の部分），１

戸建ての住宅

以外の建築物

（住宅に係る

部分の共用部

分）及び１戸

建ての住宅以

外の建築物（

非住宅部分）

の額を合算し

た額 

計画の変更の場合

の手数料は，２分

の１の額とする。 

２ 低炭素建築

物新築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準法関係

規定に適合す

るかどうかの

審査を申し出

る場合は，１

の額に建築基

準関係規定に

係る審査の手

数料を加えた

額 

    

 １戸建ての住宅（住宅の用

途以外の用途に供する部分

を有しないものに限る。） 

１戸

あた

り 

３８，０００円

（当該計画が都

市の低炭素化の

促進に関する法

律第５４条第１

項各号の基準に

適合しているこ

とについての規 



  則で定める者の

審査（以下「適

合審査」という

。）又は住宅の

品質確保の促進

等に関する法律

（平成１１年法

律第８１号）第

５条第１項に規

定する住宅性能

評価（以下「住

宅性能評価」と

いう。）を受け

た場合にあって

は５，０００円

，誘導仕様基準

に適合させる場

合（適合審査又

は住宅性能評価

を受けた場合を

除く。以下この

表において同じ

。）にあっては

１９，０００円

，基準省令第１

条第１項第２号

イ⑵若しくは第

１０条第２号イ

⑵及び第１条第

１項第２号ロ⑴

若しくは第１０

条第２号ロ⑴に

適合させる場合

又は基準省令第

１条第１項第２

号イ⑴若しくは

第１０条第２号

イ⑴及び第１条

第１項第２号ロ

⑵若しくは第１

０条第２号ロ⑵

に適合させる場

合（以下「仕様

・計算併用基準

」という。）に

適合させる場合 



  にあっては２８

，０００円） 

１戸建ての住宅以外の建築

物（住戸の部分） 

申請

戸数

が１

戸の

もの 

３８，０００円

（適合審査又は

住宅性能評価を

受けた場合にあ

っては５，００

０円，誘導仕様

基準に適合させ

る場合にあって

は１９，０００

円，仕様・計算

併用基準に適合

させる場合にあ

っては２８，０

００円） 

申請

戸数

が１

戸を

超え

５戸

以内

のも

の 

７６，０００円

（適合審査又は

住宅性能評価を

受けた場合にあ

っては１０，０

００円，誘導仕

様基準に適合さ

せる場合にあっ

ては３６，００

０円，仕様・計

算併用基準に適

合させる場合に

あっては５６，

０００円） 

申請

戸数

が５

戸を

超え

１０

戸以

内の

もの 

１０７，０００

円（適合審査又

は住宅性能評価

を受けた場合に

あっては１８，

０００円，誘導

仕様基準に適合

している場合に

あっては５３，

０００円，仕様

・計算併用基準

に適合させる場

合にあっては７

９，０００円） 

申請

戸数 

１５１，０００

円（適合審査又 



 が１

０戸

を超

える

もの 

は住宅性能評価

を受けた場合に

あっては３０，

０００円，誘導

仕様基準に適合

している場合に

あっては７５，

０００円，仕様

・計算併用基準

に適合させる場

合にあっては１

１３，０００円

） 

１戸建ての住宅以外の建築

物（住宅に係る部分の共用

部分） 

共用

部分

の床

面積

の合

計が

３０

０平

方メ

ート

ル以

内の

もの 

１２１，０００

円（適合審査又

は住宅性能評価

を受けた場合は

，１０，０００

円） 

１戸建ての住宅以外の建築

物（非住宅部分） 

非住

宅部

分の

床面

積の

合計

が３

００

平方

メー

トル

以内

のも

の 

２６６，０００

円（適合審査を

受けた場合は，

１０，０００円

） 

                                 」に改

め，同条第８号の２中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（

平成２７年法律第５３号」に改め，同号の表を次のように改める。 



種別 区分 手数料 

１ 法第１

１条第１

項又は第

１２条第

２項の規

定による

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

⑴ 特定建築行為（

法第１１条第１項

に規定する特定建

築行為をいう。以

下この項において

同じ。）をしよう

とする建築物が１

戸建ての住宅（住

宅の用途以外の用

途に供する部分を

有しないものに限

る。以下この表に

おいて同じ。）の

場合にあっては，

当該建築物の床面

積の合計の１及び

２に掲げる区分に

応じ当該区分に定

める額 

１ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル未満の

もの 

３８，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１９，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては２８，０

００円） 

２ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル以上の

もの 

４２，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては２１，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては３１，０

００円） 

⑵ 特定建築行為を

しようとする建築

物が⑴に掲げる建

築物以外の建築物

の場合にあっては

，１から３までに

定める額をそれぞ

れ合算した額 

１ 住宅部分

（仕様基準 

に適合させ

る場合にあ

っては，基

準省令第１

条第１項第

２号に規定

する住宅部

分，誘導仕

様基準に適

合させる場

合にあって

は，基準省

令第１０条

第１項第２

号に規定す

る住宅部分

をいう。以

下この表に

おいて同じ

。） 

７６，０００円 

（仕様基準又は誘導仕 

様基準に適合させる場

合にあっては３６，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては５６，０

００円） 

２ 工場等部

分（当該建

築物の工場

，倉庫その

２５，０００円 

（基準省令第１条第１

項第１号ロの基準（以

下この表において「モ 



他エネルギ

ー消費量に

関してこれ

らに類する

規則で定め

る用途に供

する部分を

いう。以下

この表にお

いて同じ。

） 

デル建築物消費性能基

準」という。）に適合

させる場合にあっては

２１，０００円） 

３ 工場等以

外の部分 

２５２，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合にあっては９６，０

００円） 

２ 法第１

１条第２

項又は第

１２条第

３項の規

定による

変更後の

建築物エ

ネルギー

消費性能

確保計画

に係る建

築物エネ

ルギー消

費性能適

合性判定 

⑴ 建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画を変更して特定

建築行為をしよう

とする建築物が１

戸建ての住宅の場

合にあっては，当

該建築物の床面積

の合計の１及び２

に掲げる区分に応

じ当該区分に定め

る額 

１ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル未満の

もの 

１９，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては９，５０

０円，仕様・計算併用

基準に適合させる場合

にあっては１４，００

０円） 

２ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル以上の

もの 

２１，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１０，５

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては１５，５

００円） 

⑵ 建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画を変更して特定

建築行為をしよう

とする建築物が⑴

に掲げる建築物以

外の建築物の場合

にあっては，１か

ら３までに定める

額をそれぞれ合算

した額 

１ 住宅部分 ３８，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１８，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては２８，０

００円） 

２ 工場等部

分 

１２，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合にあっては１０，５

００円） 

３ 工場等以 １２６，０００円 



外の部分 （モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合にあっては４８，０

００円） 

３ 法第２

９条第１

項の規定

による建

築物エネ

ルギー消

費性能向

上計画の

認定の申

請に対す

る審査 

⑴ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画により新築又は

増築，改築，若し

くは修繕等（以下

この表において「

新築等」という。

）しようとする建

築物が１戸建ての

住宅の場合にあっ

ては，当該建築物

の床面積の合計の

１及び２に掲げる

区分に応じ，当該

区分に定める額 

１ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル未満の

もの 

３８，０００円 

（当該計画が法第２９

条第１項の基準に適合

していることについて

の規則で定める図書（

以下この表において「

誘導基準適合図書」と

いう。）を提出する場

合にあっては５，００

０円，誘導仕様基準に

適合させる場合（誘導

基準適合図書を提出す

る場合を除く。以下こ

の表において同じ。）

にあっては１９，００

０円，基準省令第１０

条第２号イ⑵及び第１

０条第２号ロ⑴に適合

させる場合又は基準省

令第１０条第２号イ⑴

及び第１０条第２号ロ

⑵に適合させる場合（

以下この表において「

誘導仕様・計算併用基

準」という。（誘導基

準適合図書を提出する

場合を除く。以下この

表において同じ。））

にあっては２８，００

０円） 

２ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル以上の

もの 

４２，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円，誘導

仕様基準に適合させる

場合にあっては２１，

０００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合さ

せる場合にあっては３

１，０００円） 

⑵ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

１ 住宅部分 ７６，０００円 

（誘導基準適合図書を



画により新築等し

ようとする建築物

が⑴に掲げる建築

物以外の場合にあ

っては，１及び２

に定める額を，そ

れぞれ合算した額 

提出する場合にあって

は１０，０００円，誘

導仕様基準に適合させ

る場合にあっては３６

，０００円，誘導仕様

・計算併用基準に適合

させる場合にあっては

５６，０００円） 

２ 非住宅部

分 

２５２，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は１０，０００円，非

住宅建築物のモデル建

築物誘導基準に適合さ

せる場合又は基準省令

第１条第１項第１号ロ

及び第１０条第１号イ

⑵の基準に適合させる

場合（誘導基準適合図

書を提出する場合を除

く。以下この表におい

て「モデル建築物誘導

基準等に適合させる場

合」という。）にあっ

ては９６，０００円） 

４ 法第３

０条第２

項（法第

３１条第

２項の規

定におい

て準用す

る場合を

含む。）

の規定に

よる建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画の建

築基準関

係規定の

適合の審

査に係る

申出の受

付 

⑴ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画に係る建築物（

法第３１条第２項

の規定による場合

は，計画の変更に

係るものに限る。

以下この項におい

て同じ。）の床面

積の合計（建築物

の建築又は大規模

の修繕，大規模の

模様替若しくは用

途の変更（以下こ

の項において「用

途変更等」という

。）をする場合の

それぞれにおいて

，当該建築又は用

途変更等に係る部

分の床面積（建築

１ 床面積の

合計が３０

平方メート

ル以内のも

の 

８，０００円 

２ 床面積の

合計が３０

平方メート

ルを超え１

００平方メ

ートル以内

のもの 

１９，０００円 

３ 床面積の

合計が１０

０平方メー

トルを超え

２００平方

メートル以

内のもの 

３１，０００円 

４ 床面積の

合計が２０

３４，０００円 



基準法第６条第１

項（同法第８７条

第１項において準

用する場合を含む

。）の規定による

確認を受けた既存

建築物の全部若し

くは一部を含んだ

建築又は用途変更

等に係るものにあ

っては，建築によ

り床面積が増加す

る場合においては

当該増加する部分

の床面積とし，用

途変更等の場合に

おいては当該用途

変更等に係る部分

の床面積の２分の

１とする。１から

４までにおいて同

じ。））の１から

４までに掲げる区

分に応じ当該区分

に定める額 

０平方メー

トルを超え

るもの 

５ 法第３

１条第１

項の規定

による建

築物エネ

ルギー消

費性能向

上計画の

変更の認

定の申請

に対する

審査 

⑴ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画の変更をしよう

とする建築物が１

戸建ての住宅の場

合にあっては，当

該建築物の床面積

の合計の１及び２

に掲げる区分に応

じ，当該区分に定

める額 

１ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル未満の

もの 

１９，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２，５００円，誘導

仕様基準に適合させる

場合（誘導基準適合図

書を提出する場合を除

く。以下この項におい

て同じ。）にあっては

９，５００円，誘導仕

様・計算併用基準に適

合させる場合（誘導基

準適合図書を提出する

場合を除く。以下この

項において同じ。）に

あっては１４，０００

円） 

２ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル以上の

２１，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２，５００円，誘導



もの 仕様基準に適合させる

場合にあっては１０，

５００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合さ

せる場合にあっては１

５，５００円） 

⑵ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画を変更しようと

する建築物が⑴に

掲げる建築物以外

の場合にあっては

，当該建築物の住

宅部分の床面積（

基準省令第１３条

第３項第２号に規

定する数値による

評価により認定又

は建築物エネルギ

ー消費性能基準等

を定める省令の一

部を改正する省令

（令和４年経済産

業・国土交通省令

第１号）附則第２

項若しくは第６項

の規定によりなお

従前の例によるこ

ととされる同省令

による改正前の基

準省令第４条第３

項第２号に規定す

る数値による評価

により認定を受け

ようとする場合に

あっては，住戸の

部分のみの床面積

）の合計（既に当

該計画の認定を受

けた部分で変更し

ない部分に係るも

のを含む。）の１

に掲げる区分に応

じ当該区分に定め

る額を，当該建築

物の非住宅部分の 

１ 住宅部分

の床面積の

合計が３０

０平方メー

トル未満の

もの 

３８，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円，誘導

仕様基準に適合させる

場合にあっては１８，

０００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合さ

せる場合にあっては２

８，０００円） 

２ 非住宅部

分の床面積

の合計が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１２６，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円，モデ

ル建築物誘導基準等に

適合させる場合にあっ

ては４８，０００円） 

    



  床面積の合計（既

に当該計画の認定

を受けた部分で変

更しない部分に係

るものを含む。）

の２に掲げる区分

に応じ当該区分に

定める額を，それ

ぞれ合算した額 

  

⑶ 法第２９条第３

項各号に掲げる事

項が記載された建

築物エネルギー消

費性能向上計画（

以下この項におい

て「複数建築物エ

ネルギー消費性能

向上計画」という

。）を変更しよう

とする場合又は建

築物エネルギー消

費性能向上計画を

複数建築物エネル

ギー消費性能向上

計画に変更しよう

とする場合にあっ

ては，１及び２で

定める額を合算し

た額 

１ 認定を受

けた建築物

エネルギー

消費性能向

上計画又は

複数建築物

エネルギー

消費性能向

上計画にお

ける建築物

に変更の事

由が生じる

場合にあっ

ては，変更

の事由が生

じる建築物

１棟ごとに

⑴及び⑵に

掲げる区分

に応じ，当

該区分に定

める額を合

算した額 

 

２ 認定を受

けた建築物

エネルギー

消費性能向

上計画又は

複数建築物

エネルギー

消費性能向

上計画に新

たに法第２

９条第３項

各号に掲げ

る事項を記

載しようと 

 



  する場合に

あっては，

当該記載に

係る建築物

１棟ごとに

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料の⑴

及び⑵に掲

げる区分に

応じ，当該

区分に定め

る額を合算

した額 

 

６ 建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

施行規則

（平成２

８年国土

交通省令

第５号。

以下この

表におい

て「省令

」という

。）第１

３条の規

定による

第５条（

第９条第

２項にお

いて読み

替えて準

用する場

合を含む

。）の軽

微な変更

に該当し

ている旨

の証明書

⑴ 建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画の軽微な変更（

省令第５条の軽微

な変更をいう。）

をしようとする建

築物が１戸建ての

住宅（住宅の用途

以外の用途に供す

る部分を有しない

ものに限る。以下

この項において同

じ。）の場合にあ

っては，当該建築

物の床面積の合計

の１及び２に掲げ

る区分に応じ当該

区分に定める額 

１ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル未満の

もの 

１９，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては９，５０

０円，仕様・計算併用

基準に適合させる場合

にあっては１４，００

０円） 

２ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル以上の

もの 

２１，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１０，５

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては１５，５

００円） 

⑵ 建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画の軽微な変更（

省令第５条の軽微

な変更をいう。）

をしようとする建

築物が⑴に掲げる

建築物以外の建築

物の場合にあって

は，当該建築物の

住宅部分（仕様基

準に適合させる場

１ 床面積の

合計が３０

０平方メー

トル以下の

もの 

３８，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１８，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては２８，０

００円） 

２ 工場等部

分の床面積

の合計が３

００平方メ

１２，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合にあっては１０，５



の交付 合にあっては，基

準省令第１条第１

項第２号に規定す

る住宅部分，誘導

仕様基準に適合さ

せる場合にあって

は，基準省令第１

０条第１項第２号

に規定する住宅部

分をいう。以下こ

の項において同じ

。）の床面積（基

準省令第４条第３

項第２号又は基準

省令第１３条第３

項第２号に規定す

る数値による評価

により認定を受け

ようとする場合に

あっては，住戸の

部分のみの床面積

）の合計の１に掲

げる区分に応じ当

該区分に定める額

を，当該建築物の

工場等部分の床面

積の合計の２に掲

げる区分に応じ当

該区分に定める額

を，当該建築物の

工場等以外の部分

の床面積の合計の

３に掲げる区分に

応じ当該区分に定

める額を，それぞ

れ合算した額 

ートル以下

のもの 

００円） 

３ 工場等以

外の部分の

床面積の合

計が３００

平方メート

ル以下のも

の 

１２６，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合にあっては４８，０

００円） 

７ 省令第

２８条の

規定によ

る計画の

変更が第

２５条の

軽微な変

更に該当

している

旨の証明

⑴ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画の軽微な変更（

省令第２５条の軽

微な変更をいう。

）をしようとする

建築物が１戸建て

の住宅の場合にあ

っては，当該建築

物の床面積の合計

１ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル未満の

もの 

１９，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２，５００円，誘導

仕様基準に適合させる

場合（誘導基準適合図

書を提出する場合を除

く。以下この項におい

て同じ。）にあっては

９，５００円，誘導仕



書の交付 の１及び２に掲げ

る区分に応じ当該

区分に定める額 

様・計算併用基準に適

合させる場合（誘導基

準適合図書を提出する

場合を除く。以下この

項において同じ。）に

あっては１４，０００

円） 

２ 床面積の

合計が２０

０平方メー

トル以上の

もの 

２１，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２，５００円，誘導

仕様基準に適合させる

場合にあっては１０，

５００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合さ

せる場合にあっては１

５，５００円） 

 ⑵ 建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画の軽微な変更（

省令第２５条の軽

微な変更をいう。

）をしようとする

建築物が⑴に掲げ

る建築物以外の場

合にあっては，当

該建築物の住宅部

分の床面積（基準

省令第１３条第３

項第２号に規定す

る数値による評価

により認定又は建

築物エネルギー消

費性能基準等を定

める省令の一部を

改正する省令附則

第２項若しくは第

６項の規定により

なお従前の例によ

ることとされる同

省令による改正前

の基準省令第４条

第３項第２号に規

定する数値による

評価により認定を

受けようとする場 

１ 住宅部分

の床面積の

合計が３０

０平方メー

トル以下の

もの 

３８，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円，誘導

仕様基準に適合させる

場合にあっては１８，

０００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合さ

せる場合にあっては２

８，０００円） 

２ 非住宅部

分の床面積

の合計が３

００平方メ

ートル以下

のもの 

１２６，０００円 

（誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円，非住

宅建築物のモデル建築

物誘導基準等に適合さ

せる場合にあっては４

８，０００円） 



  合にあっては，住

戸の部分のみの床

面積）の合計（既

に当該計画の認定

を受けた部分で変

更しない部分に係

るものを含む。）

の１に掲げる区分

に応じ当該区分に

定める額を，当該

建築物の非住宅部

分の床面積の合計

（既に当該計画の

認定を受けた部分

で変更しない部分

に係るものを含む

。）の２に掲げる

区分に応じ当該区

分に定める額を，

それぞれ合算した

額 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日の前日までに，改正前の三次市手数料徴収条例第２条第８

号及び第８号の２の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，改正後の

三次市手数料徴収条例第２条第８号及び第８号の２の相当規定によりなされた

ものとみなす。 


